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主文

1 被 告 は 》 原 告 X / に 対 し , 8 4 万 9 5 1 8 円 及

び う ち 5 7 万 9 4 2 6 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 月 1 日

から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

2 被 告 は , 原 告 X 2 . に 対 し , 1 0 0 万 1 2 1 2 円 及

び う ち 6 9 万 4 0 6 7 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 . B l 日

から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

3 被 告 は 】 原 告 >
< j >

に対し) 4 2 万 4 7 5 9 円 及

び う ち 2 8 万 9 7 1 3 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 月 1 日

から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は , 被 告の負担とする。

5 この判決は , 仮に執行することができる。
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事実及び理由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

( 以 下 「 亡 A 」 と い う 。 ) の 相 続 人 で あ る 原 告 ら は 》 貸 金 業 者

である被告に対し》不当利得返還請求権に基づき,過払金及びその発生時から

支払済みまでの民法7 0 4条前段所定の利息の合計額につき,各法定相続分の

支 払 を 求 め る と と も に 》 亡 A の 長 男 で あ る 原 告 X z . (以下「原告Xz.」とい

う。 ) は 】亡 : A の 借 入蚕残債務があるとの前提でその弁済として支払った金

員につき》被告に対し , 不当利得としてその返還を求めた。

1 前提事実

( 1 ) 被 告 は 》 貸 金 業 法 ( 平 成 1 8 年 法 律 第 1 1 5 号 に よ る 改 正 前 の 法 律 の 題 名

は貸金業の規制等に関する法律。以下】同改正の前後を通じて「貸金業法」

という。 ) 所 定 の 登録を受けた貸金業者である ( 争 い が ない。 ) 。

( 2 ) 亡 減 は , 被 告 と の 間 で , 平 成 2 年 5 月 3 0 臼 か ら 平 成 1 5 年 7 月 2 9 日

ま で の間》借入れと弁済を繰り返した ( 以 下 「本件取引」という。 ) が , そ

の年月日,借入金額及び弁済額の取引履歴は,別紙計算書1記載の「年月

「貸付金」及び「支払金」の各欄記載のとおりである ( 甲 1 ) 。

( 3 ) 亡 A は , 平 成 1 5 年 8 月 5 日 死 亡 し た ( 甲 4 ) 。

亡 A の 法 定 相 続 人 は 》 妻 で あ る 原 告 X / ( 以下「原告 X / 」とい

う。 ) ,長男である原告 ) ( 2 . , 長女である原告 > < . j > ( 以 下 「 原 告 X 3 」 と

い う 。 ) で あ り , そ の 法 定 相 続 分 は ) 原 告 X / が 2 分 の 1 , 原 告 X 2 及 び 原 告

X 3 が 各 4 分 の 1 で あ る ( 甲 2 な い し 7 ) 。

( 4 ) 亡 A の 死 後 で あ る 平 成 1 5 年 8 月 2 8 日 , 被 告 に 対 し 4 0 万 4 3 5 4 円

が 支 払 われ ( 以 下 「 本件最終支払分」という。 ) 》 被 告 において , 本 件 取 引

に基づく亡Aの借入金残債務が完済されたもoとして処理されている(甲
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1)。

2 争点に関する当事者の主張

(1) 悪意の受益者について

ア 原告らの主張

本件取引において,取引履歴の各弁済金のうち利息制限法所定の制限超

過部分を元本に充当し,計算上元本が完済となった後に原告が支払った金

額は ,被告の不当利得 (過払金 )として亡 Aに対し返還されるべきとこ

ろ》被告は , 本件取引において , 法律上の原因のないことを知りながら過

払金を取得したものであるから ,民法 7 0 4 条前段の悪意の受益者であ

り,各過払金の発生時から各過払金に年5分の割合による利息を付してこ

れを亡A に対し返還する義務を負う。

イ 被告の主張

( 7 ) 被 告 は , 民 法 7 0 4 条 前 段 の 悪 意 の 受 益 者 に 該 当 し な い 。

す な わ ち , 被 告 は 】 貸 金 業 法 1 7 条 1 項 所 定 の 書 面 を 作 成 し 個 々 の 貸

付 の 際 に 交 付 し 》 同 法 1 8 条 1 項 所 定 の 書 面 を 作 成 し 弁 済 受 領 の 都 度

交付しており,制限超過部分を含む利息の支払を怠った場合の期限の

利益喪失特約に基づく支払は任意性が否定されないと考えていたか

ら , 同 法 4 3 条 1 項 の 要 件 を 情 た し て い る と 認 識 し て お り , み な し 弁

済が成立すると認識していたことにつきやむを得ないといえる特段の

事情があったのであるから,被告が悪意の受益者であると推定される

ことはない。

団被告は,不当利得の発生につき善意であるから》その利得の返還範囲

は , 民 法 7 0 3 条 に よ り , 現 存 利 益 に と ど ま る 。

(e7)仮に》被告が悪意の受益者と評価されるとしても》利息を付すべき時

期は ) 訴状送達の日の翌日とするべきである。

( = f = ) 仮に )被告が悪意の受益者と評価されるとしても】過払金に対する悪
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意の法定利息を,その後の新貸付に係る貸金返還債務に相殺充当する

ような計算は許されず ,過払金元本のみが新貸付への充当原資とな

り )利息は充当後も残存する計算によるべきである。

(2) 本件最終支払分について

ア 原告μの主張

本 件 最 終 支 払 分 は , 亡 A の 死 後 で あ る 平 成 1 5 年 8 月 2 8 日 , 原 告 X Z

に お い て , 亡 A の 借 入 金 残 債 務 の 弁 済 と し て 支 払 っ た も の で あ る と こ

ろ ,別紙計算書 1記載のとおり ,上記支払当時 ,既に亡 A の被告に対す

る借入金債務は存在していなかったのであるから》本件最終支払分は被告

の不当利得となり , 被 告は】原告 X 2 に 対 し , 別 紙計算書 2 記 載のとおり ,

悪意の利息を付してこれを返還する義務を負う。

イ 被告の主張

本件最終支払分は,原告鳥が支払ったものではなく,消費者信用団体生

命保険の保険金によるものであるから,これを除外して引き直し計算をす

るべきである。

第3 争点に対する判断

1 悪意の受益者について

( 1 )  貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その

受 領 に つ き 貸 金 業 法 4 3 条 1 項 の 適 用 が 認 め ら れ な い 場 合 に は ) 当 該 貸

金 業 者 は 》 同 項 の 適 用 が あ る と の 認 識 を 有 し て お り , か つ , そ の よ う な

認識を有するに至っ穴 とについてやむを得ないといえる特段の事情が

あ る と き で な い 限 り 》 法 律 上 の 原 因 が な い こ と を 知 り な が ら 過 払 金 を 取

得 し た 者 , す な わ ち 民 法 7 0 4 条 の 悪 意 の 受 益 者 で あ る と 推 定 さ れ る

( 最 高 裁 判 所 平 成 1 9 年 7 月 1 3 臼 第 二 小 法 廷 判 決 民 集 6 1 巻 5 号 1 9

80頁参照)。

( 2 ) 被 告 は , 貸 金 業 法 1 7 条 及 び 1 8 条 所 定 の 書 面 を 交 付 し て い た と 抽 象
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的 に 主 張 す る に と ど ま っ て お り , 亡 A と の 間 の 本 件 取 引 に お い て ) 被

告 が , 貸 金 業 法 4 3 条 1 項 の 適 用 要 件 を 充 足 し て い る と 認 識 し て い た こ

と , そ の よ う な 認 識 を 有 す る に 至 っ た こ と に つ い て や む を 得 な い と い え

る特段の事情があったことについて,その主張を根拠づける具体的な立

証があるとはいえない。

以 上 よ り 》 そ の 余 の 被 告 の 主 張 を 検 討 す る ま で も な く , 被 告 は 》 悪 意

の受益者に該当するものと認められ ,したがって ,利得の返還範囲が現

存利益にとどまるとの被告の主張も検討の必要がない。

( 3 ) 次に ,被告は ,悪意の利息を付すべき時期を訴状送達の日の翌日とす

る べ き で あ る 旨 主 張 す る が , 独 自 の 主 張 で あ り 採 用 で き な い 。

さらに】被告は,新貸付への充当原資は過払金元本のみとするべきで

あって,悪意の利息は充当後も残存する計算によるべきである旨主張す

る 。 し か し , 貸 主 が 悪 意 の 受 益 者 で あ る と き は 過 払 金 に は 当 然 に 民 法 7

0 4 条前段所定の利息が付されるのであるから ,過払金をその後に発生

する借入金債務に充当する旨の合意の中には )過払金に対する利息も当

該借入金債務に充当する旨の合意が含まれるものと解するのが相当であ

り,過払金だけを当該借入金債務に充当してその時までの利息は別途返

還するとの複雑な処理を合意していると解釈するのは困難であるという

べ き で あ る 。 よ っ て , 上 記 の 点 に つ い て の 被 告 の 主 張 も 採 用 で き な い 。

2 被告が亡A に返還すべき過払金及び利息の額について

( 1 ) 前 記 1 をふまえ , 前記前提事実に基づき , 別紙計算書 1 記載の取引履

歴をもとに,各弁済金のうち利息制限法所定の制限超過部分を元本に充

当して計算すると , 別紙計算書 1 記載のとおり , 亡 A による最終弁済

日 で あ る 平 成 1 5 年 7 月 2 9 日 の 時 点 に お い て 》 過 払 金 1 1 5 万 8 8 5

2円が発生するとともに,各過払金の発生時点における過払金相当額に

対 す る 民 法 7 0 4 条 前 段 所 定 の 利 息 の 合 計 額 と し て 》 平 成 2 4 年 2 月 2
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9 日 現 在 で 5 4 万 0 1 8 4 円 及 び 1 1 5 万 8 8 5 2 円 に 対 す る 同 年 3 月

1 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 利 息 が 発 生 し て い る こ と が 認

められる。

( 2 ) し た が っ て , 被 告 は , 亡 A の 相 続 人 で あ る 原 告 ら に 対 し 》 以 下 の 支

払義務を負うものと認められる。

ア 妻 で あ る 原 告 X / に 対 し ) 過 払 金 5 7 万 9 4 2 6 円 並 び に 利 息 2 7

万 0 0 9 2 円 及 び 5 7 万 9 4 2 6 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 月 1 日 か ら

支払済みまで年5分の割合による利息

イ 長 男 で あ る 原 告 X 之 に 対 し ) 過 払 金 2 8 万 9 7 1 3 円 並 び に 利 息 1 3

万 5 0 4 6 円 及 び 2 8 万 9 7 1 3 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 月 1 日 か ら

支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 利 息

ウ 長 女 で あ る 原 告 X 3 に 対 し , 過 払 金 2 8 万 9 7 1 3 円 並 び に 利 息 1

3 万 5 0 4 6 円 及 び 2 8 万 9 7 1 3 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 月 1 日 か

ら支払済みまで年5分の割合による利息

3 本件最終支払分について

( 1 )被告は》本件最終支払分が消費者信用団体生命保険の保険金により支

払 わ れ た 旨 を 主 張 す る が , 何 ら そ の 立 証 を し な い 9

そもそも,保険金で支払われたとの被告の主張を前提とすると》亡A

の 死 亡 か ら 2 0 日 程 度 で 保 険 金 が 支 払 わ れ た こ と に な る と こ ろ ) 他 社

の借入金残債務の清算において ,保険金による支払には死亡から 1か月

半 な い し 2 か 月 半 以 上 の 期 間 を 要 し て い る こ と ( 甲 9 》 1 0 ) か ら す れ

ば , 被 告 の 主 張 は 採 用 し 難 い 。

以上にヵ日え ,証拠 (甲 8 ) によれば ,本件最終支払分については原告

X Σが支払ったものと認められる。

( 2 ) 前 記 2 で 認 定 し た と お り 》 木 件 最 終 支 払 分 が 支 払 わ れ た 平 成 1 5 年 8

月 2 8 臼 現 在 】 木 件 取 引 に お い て 既 に 1 0 0 万 円 以 上 の 過 払 金 が 発 生 し
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ており , 亡 A の被告に対する借入金残債務が存在していなかったので

あるから,本件最終支払分は被告の不当利得であり,原告x z .に返還すべ

きものであると認められる。

そ し て , 本 件 最 終 支 払 分 に つ い て は 》 被 告 に お い て , 亡 A の 借 入 金

残 債 務 を 清 算 す る た め の 支 払 と し て 受 領 し て い る の で あ る か ら , 前 記 1

の(1)ないし(3)での認定判断と同様)被告は懇意の受益者であると認めら

れ》利息を付してこれを返還する義務を負う。

よ っ て , 被 告 は 】 原 告 X 2 に 対 し , 別 紙 計 算 書 2 記 載 の と お り , 過 払 金

4 0 万 4 3 5 4 円 並 び に こ れ に 対 す る 民 法 7 0 4 条 前 段 所 定 の 利 息 1 7

万 2 0 9 9 円 及 び 4 0 万 4 3 5 4 円 に 対 す る 平 成 2 4 年 3 , Y I 日 か ら 支

払済みまで年 5分の割合による利息の支払義務を負うものと認められ

る。

4 以 上 に よ れ ば 》 原 告 ら の 請 求 は 》 い ず れ も 理 由 が あ る か ら 認 容 す る こ と

と し , 主 文 の と お り 判 決 す る 。 な お , 被 告 は 》 仮 執 行 免 脱 宣 言 を 求 め る

が》相当でないからこれを付さないこととする。

山口地方裁判所周南支部

裁判官久末裕子
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山口10-011687

一葺これは正本である

平 成 2 4 年 1 0 月 2 9 日

方裁判所周南支部

書記官寺田真

山口 1 0 - 0 1 1 6 8 7


